
令和８年度　京都市国民健康保険保健事業
「生活習慣病一次予防事業　調べて納得！知って納得！適塩教室」に係る
食塩摂取量・カリウム摂取量・尿ナトリウム/カリウム比 検査業務委託仕様書


１　業務名
　　令和８年度　京都市国民健康保険保健事業
「生活習慣病一次予防事業　調べて納得！知って納得！適塩教室」に係る
食塩摂取量・カリウム摂取量・尿ナトリウム/カリウム比 検査

２　目的
　　京都市国民健康保険加入者で、特定健康診査の結果、特定保健指導の対象にならなかった者（服薬中の者は除く。）のうち、血圧高値である者を対象に、生活習慣病一次予防対策の一環として減塩に主観を置いた教室を開催することにより、生活習慣病の発症を予防し被保険者の健康づくり及び将来的な医療費の適正化を図ることを目的とする。

３　委託期間
　　契約締結日から令和８年１２月２５日まで。

４　対象者
　　令和７年度京都市国民健康保険特定健康診査の結果、当保健事業の対象（非肥満・血圧高値）として京都市福祉のまちづくり推進室が指定した者。

５　業務内容
　　随時尿より推定1日食塩摂取量・尿ナトリウム/カリウム比・推定1日カリウム摂取量を測定。詳細については別表のとおり。

６　秘密の保持
　　受託者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び京都市個
人情報保護条例（平成５年４月１日京都市条例第１号）を遵守するとともに、従事者
に対し上記条例に規定された罰則の内容を周知するなど、個人情報の保護に関し十分
な教育を行わなければならない。また、本業務で取扱う個人情報の具体的な取扱いに
ついては、本仕様書に定めるもののほかに、「個人情報取扱事務の委託契約に係る共
通仕様書（別紙１－１）」に規定する。

７　委託料の支払
　　すべての業務実施後、報告書を提出すること。その内容を点検し、適当と認めた時は、請求額を支払うものとする。

８　その他
　　上記に定めるほか、業務内容を変更する必要が生じた場合は、その都度京都市と協議のうえ、決定するものとする。




　　　別表

	
	検査項目
	推定1日食塩摂取量・尿ナトリウム/カリウム比・推定1日カリウム
摂取量（尿検査）
	

	
	数量
	１５名×４回（計　６０名）
※申込数により人数の変更あり。
	

	
	実施時期
	10月 2日（金）　午後
10月 7日（水）　午前
10月 9日（金）　午前
10月13日（火）　午後
	

	
	検体受取
日時
場所
	各日程、所定の場所にて
10月2日（金）　伏見区役所　2階　講堂前
　　　　　　　　　　　→午後3時00分～3時30分　
10月7日（水）　右京区役所　2階　講堂前
　　　　　　　　　　→午前11時00分～11時30分
10月9日（金）　下京区役所　2階　多目的ホール前
　　　　　　　　　　→午前11時00分～11時30分
10月13日（火）　上京区役所　3階　多目的室前
　　　　　　　　　　→午後3時00分～3時30分
	

	
	結果提出
	各日程の1週間後までに提出すること。
	

	
	結果提出先
	〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地
北庁舎３階
京都市保健福祉局福祉のまちづくり推進室
	

	
	その他
	・9月４日（金）までに検尿容器60個と予備を納品すること。
・検体保管用のスピッツ立て、保冷容器等を貸出すこと。
・請求書、納品書を提出すること。
※請求書は京都市指定の様式で提出すること。
	





